
教育委員会室

第１ 議案第７号

第２ 議案第８号

第３ 議案第９号

第４ 議案第１０号

第１

第２

第３

第４

令和６年度墨田区教育委員会表彰の表彰状及び楯の授与につ
いて

報告事項

行政財産（八広幼稚園外１件）の用途廃止について

令和６年度墨田区中学生体育奨励賞の表彰状及びメダルの授
与について

教 育 委 員 会 日 程

教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る協議につい
て

令和7年2月18日(火) 午前１０時００分から

２　場　所

３　日　程

議決事項

１　日　時

教育課題の進捗状況について（資料１）

区立小・中学校、幼稚園の学級閉鎖（臨時休業）について（資料４）

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（資料２）

令和７年度墨田区立小学校及び中学校の学校給食費について（資料３）
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議案第７号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る協議について

　別紙のとおり区長に協議する。

令 和 7 年 2 月 18 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　公共施設包括管理業務の導入に伴い、教育委員会の権限に属する事務の一部を区長
の補助機関たる職員に補助執行させる必要があるため、地方自治法第１８０条の７の
規定に基づき、区長に協議する必要がある。
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６墨教庶第２１８３号 

令 和 ７ 年 ２ 月   日 

 

 

墨田区長 山本 亨 様 

 

墨田区教育委員会 

教育長 加 藤 裕 之 

 

 

墨田区教育委員会の権限に属する事務の補助執行について（協議） 

 

 

このことにつきまして、令和７年４月１日から下記のとおり取り扱うこととしたい

ので、地方自治法第１８０条の７の規定に基づき協議します。 

 

記 

 
１ 協議内容 

  区長の補助機関たる職員に、校舎その他の施設の整備に関する事務のうち、公共

施設包括管理業務において実施する事務を補助執行させる。 

 

２ 規則改正文（案） 

  別紙のとおり 

 

３ 施行日 

  令和７年４月１日 
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   墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改

正する規則 

 墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成２７年墨田区教

育委員会規則第１５号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  
 （区長等補助執行事務） 
第４条 教育委員会は、地方自治法（昭和２

３年法律第６７号）第１８０条の７の規定

により区長の補助機関たる職員に次の各号

に掲げる事務を補助執行させる。 
 ⑴ 幼稚園教育職員の給与及び福利厚生に

関する事務 
 ⑵ 区費負担指導主事の給与及び福利厚生

に関する事務 
 ⑶ 会計年度任用職員の給与及び福利厚生

に関する事務（教育委員会の権限に属す

る事務に限る。） 
 ⑷ 区立幼稚園における就園事務の受付に

関する事務 
 ⑸ 校舎その他の施設の整備に関する事務

のうち、墨田区公共施設包括管理業務に

おいて実施する事務（教育委員会の権限

に属する事務に限る。） 

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴ 〔同左〕 

 

 ⑵ 〔同左〕 

 

 ⑶ 〔同左〕 

 

 

 ⑷ 〔同左〕 

 

   〔新設〕 

 

 

  

   付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第８号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　行政財産（八広幼稚園外１件）の用途廃止について

　別紙のとおり用途廃止する。

令 和 7 年 2 月 18 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　令和６年度末で閉園する八広幼稚園の園舎等について、令和７年度から解体工事に
着手する予定であるため、墨田区公有財産管理規則第２条第１０号の規定による行政
財産の用途廃止を行う必要がある。
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行政財産（八広幼稚園外 1 件）の用途廃止について 

 

１ 用途廃止の理由 

⑴ 八広幼稚園 

   八広幼稚園は、令和６年度末で廃止し、園舎及び自転車置場については、同一敷地 

内にある八広小学校の改築事業の実施に当たり、令和７年度に解体工事に着工する予 

定であるため、用途廃止を行う必要がある。 

⑵ 八広小学校 

   八広小学校プール施設及び付属施設については、同校の改築事業の実施に当たり、

令和７年度に解体工事に着工する予定であるため、用途廃止を行う必要がある。 

 

２ 用途廃止を行う行政財産 

⑴ 八広幼稚園 

台帳 

番号 
名 称 種類 所在 種目・構造 数量 

6411 

八広幼稚園 

園舎 
建物 墨田区八広五丁目 

１２番１５号 

（住居表示） 

事務所建 

（鉄骨造２階建）
624.00 ㎡ 

八広幼稚園 

自転車置場 
工作物 雑工作物 1 式 

  

⑵ 八広小学校 

台帳 

番号 
名 称 種類 所在 種目・構造 数量 

6224 

八広小学校 

プール施設 

及び付属施設 

建物 

墨田区八広五丁目 

１２番１５号 

（住居表示） 

事務所建 

（鉄筋コンクリ 

ート造２階建）

726.87 ㎡ 

 

３ 用途廃止日 

⑴ 八広幼稚園 

    令和７年４月 1 日 

⑵ 八広小学校プール施設及び付属施設 

   令和７年１０月１日（予定） 

 

４ 用途廃止後の措置 

  令和７年度から建物等の解体工事を行う。解体工事完了後は、校舎等の改築工事を行

う。 

 

５ 関係資料 

  別紙のとおり 
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６墨企フ財第７５２号 
令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日 

 
 

墨田区教育委員会 様 

 
 
                  ファシリティマネジメント担当部長    

                             大竹 恵介   
                            （ 公 印 省 略 ）  

 
墨田区公有財産管理運用委員会の答申について（同意） 

 
 
 令和６年１２月１７日付け６墨教庶第１８２２号により協議があった行政財産の

用途廃止については、墨田区公有財産管理運用委員会へ諮問し、下記のとおり答申が

あったので同意する。 
 

記 
 
１ 諮問内容 
  議案第５号 行政財産の用途廃止について（八広幼稚園園舎外１件） 
 
２ 答申内容 

議案第５号は、原案のとおり可決された。 
 
３ その他 

用途廃止後は、墨田区公有財産管理規則第６条第２項第２号の規定により、取壊

し、撤去等が完了するまでの間、教育委員会が当該財産を引き続き管理する。 
 
 

【担当】          
企画経営室ファシリティマネジメント担当 
財産管理課 猿渡  内線３７５４    
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墨田区公有財産管理運用委員会 議案 

 
議案第５号 行政財産の用途廃止について（八広幼稚園外１件） 

 
 
１ 提案理由 

  令和３年３月に作成した「墨田区学校施設長寿命化計画」に基づく八広小学校改築事

業の実施に当たり、学校敷地内にある建物及び工作物の一部を解体する予定であるため、

当該財産の用途廃止について、墨田区公有財産管理規則第４０条第４号の規定に基づき

本会の議に付するものである。 
 
２ 財産の表示 

（１）八広幼稚園 

台帳 
番号 

名 称 種類 所在 種目・構造 数量 

6411 

八広幼稚園 
園舎 

建物 
墨田区八広五丁目 

１２番１５号 
（住居表示） 

事務所建 
（鉄骨造２階建）

624.00 ㎡ 

八広幼稚園 
自転車置場 

工作物 雑工作物 1 式 

（２）八広小学校 

台帳 
番号 

名 称 種類 所在 種目・構造 数量 

6224 
八広小学校 
プール施設 

及び付属施設 
建物 

墨田区八広五丁目 
１２番１５号 
（住居表示） 

事務所建 
（鉄筋コンクリ 

ート造２階建）

726.87 ㎡ 

 

３ 経緯・計画（予定） 

（１）八広幼稚園 

平成２１年１２月  改築 

 令和 ６年 ９月  墨田区立幼稚園設置条例の改正（八広幼稚園の項を削除） 

７年 ３月  閉園 
     ７年１０月頃 建物等の解体着工 
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（２）八広小学校プール施設及び付属施設 

平成 ５年 ３月  改築 

令和 ７年１０月頃 建物の解体着工 

 

４ 用途廃止日（予定） 

（１）八広幼稚園 
令和７年４月１日 

（２）八広小学校プール施設及び付属施設 
令和７年９月頃 

 
５ 添付資料 

  案内図・平面図（別紙のとおり） 
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八広幼稚園及び八広小学校（墨田区八広五丁目１２番１５号（住居表示））

【案内図】

【平面図】
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令和６年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. １ 

課題№ １ 事業名 不登校防止対策の充実 主管課 指導室 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

            

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

１月実績 

■校内スモールステップルームの運用 

・校内別室指導支援員による利用生徒の支援 

■校内別室学級の運用（設置校：桜堤中学校） 

  ・在籍生徒の教育活動の実施 

■巡回教員の活用（拠点校：吾嬬立花中、巡回校：本所中、竪川中、寺島中、文花中） 

  ・巡回校への訪問・支援 

■スクールソーシャルワーカーの派遣 

  ・学校訪問及びケース対応 

■関係機関との連携 

  ・教育支援センター（ステップ学級・サポート学級）連絡会開催（1/23） 

・すみだバーチャルサポートルームの運用 

■現状の把握・分析 

  ・毎月の学校からの報告を基に現状を把握・分析 

進捗：〇 

■スクール

ソーシャル

ワーカーの

派遣 

■現状の把

握・分析 

■校内スモー

ルステップル

ームの運用 

■校内別室

学級の運用 

■関係機関

との連携 

■巡回教員

の活用 

■支援員

へのヒア

リング 

■連絡会

の実施 

■連絡会

の実施 

■連絡会

の実施 

■支援員

へのヒア

リング 

■支援員

へのヒア

リング 
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令和６年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. ２ 

課題№ ２ 事業名 学力向上新３か年計画（第３次）の推進 主管課 すみだ教育研究所 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

■墨田区学習

状況調査の実

施（4/23） 

 

 

 

 

 

 

■全国学力・

学習状況調査

の実施（4/18） 

 

 

 

■児童・生徒

へのメッセー

ジ発出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査結果 

速報値集約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指導のポ

イント作成 

 

■調査結果

（速報値） 

 

 

 

■調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教委報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議会報告 

■指導のポ

イント配信 

■学習ふり

かえり 

■学力向上

ヒアリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査結果

公表（HP） 

 

 

 

 

 

 

 

■調査結果

公表（HP） 

 

 

 

 

■児童・生

徒・教員への

メッセージ

発出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学習ふりか

えり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教員への

メッセージ

発出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実
績 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

１月実績 
■学習ふりかえり （「ふりかえりシート」等を活用した児童・生徒の学習内容の定着） 

 期間：令和７年１月８日から同年４月２３日（令和７年度墨田区学習状況調査前）まで 

校長との意見交換：第三寺島小学校、立花吾嬬の森小学校、梅若小学校、吾嬬第二中学校、桜堤中学校、吾嬬立花中学校 

 ■学力向上マネジメント校 学習状況調査の実施 

  実施校：第三吾嬬小学校、八広小学校、隅田小学校、梅若小学校、吾嬬第二中学校 

 

進捗：〇 
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教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について 

 

１ 趣旨 

  区長から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定によ

る意見聴取の依頼があった。依頼内容は、緊急に処理しなければならず、か

つ、教育委員会を招集するいとまがなかったため、墨田区教育委員会の権限

に属する事務の委任等に関する規則第３条第１項の規定による教育長の臨時

代理により、２月１０日付けで異議ない旨を回答した。 

 

２ 意見聴取のあった条例案名 

（１）墨田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 

（２）職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例 

（３）職員の旅費に関する条例 

（４）幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

（５）幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

３ 区長からの依頼文 

  別紙１のとおり 

 

４ 条例案概要 

  別紙２のとおり 

 

５ 回答文 

  別紙３のとおり 
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別紙２ 

 

条例案概要 

 

１ 墨田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 改正理由及び内容 

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第１項の規定

による特定任期付職員制度を導入するため、特定任期付職員の採用及び給与等

を定めるほか、所要の規定整備をする。 

⑵ 施行期日 

   本年４月１日 

 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例 

⑴ 改正理由及び内容 

職員の育児に係る負担軽減を行い、仕事と育児の両立をすることができる職

場環境の整備を更に進めるため、子育て部分休暇を創設し、育児を行う職員の

超過勤務を制限する子の年齢上限を引き上げるとともに、子の看護のための休

暇の取得事由を拡充するほか、仕事と介護の両立を更に図っていくため、介護

両立支援制度等を創設するとともに、所要の規定整備をする。 

⑵ 施行期日 

   本年４月１日 

 

３ 職員の旅費に関する条例 

⑴ 改正理由 

   国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正等を踏まえ、旅費の種類、内容

及び金額等を次のとおり変更するため、職員の旅費に関する条例の全部を改正

する。 

⑵ 内容 

   旅費の種類、金額及び内容の改正 

 

資料2-52



 

 

⑶ 施行期日等 

ア 施行期日 本年４月１日 

  イ その他の条例の改正 

付則で次の条例について改正する。 

  （ア）墨田区長等の給料等に関する条例 

  （イ）墨田区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例 

  （ウ）墨田区選挙管理委員会等の調査に出頭する者の費用弁償に関する条例 

  （エ）墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

  （オ）墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関

する条例 

  （カ）墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例 

  （キ）墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

  （ク）墨田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例 

  （ケ）外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 

  （コ）墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例 

 

４ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 改正理由及び内容 

   職員の育児に係る負担軽減を行い、仕事と育児の両立をすることができる職

場環境の整備を更に進めるため、子育て部分休暇を創設し、育児を行う職員の

超過勤務を制限する子の年齢上限の引き上げるとともに、子の看護のための休

暇の取得事由を拡充するほか、仕事と介護の両立を更に図っていくため、介護

両立支援制度等を創設する。 

⑵ 施行期日 

   本年４月１日 

 

５ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 改正理由及び内容 

   高年齢層職員の能力及び経験の活用を図るため、支給要件を満たす定年前再

任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対し住居手当を支給する。 

⑵ 施行期日 

   本年４月１日 
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別紙３ 

６墨教庶第２１９６号  

令和７年２月１０日  

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

墨田区教育委員会 

教育長 加 藤 裕 之 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

令和７年２月１０日付け６墨総法条第６５号外４件で意見を求められた下記

の条例案については、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

 

１ 意見聴取のあった条例案名 

（１）墨田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 

（２）職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例 

（３）職員の旅費に関する条例 

（４）幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例 

（５）幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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令和７年度墨田区立小学校及び中学校の学校給食費について 

 

 

墨田区学校給食協議会（令和７年２月３日開催）からの、令和７年度学校給食費

答申を適当なものと認め、各校長に、その旨を通知する。 

 
１ 令和７年度の学校給食費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１食徴収額は、１日のみの徴収時などの参考金額。 

 

２ 給食費の公費負担について 

  令和７年度についても、給食費は全額公費負担とする。 

 

 

R6当初月額 現行
（R6.10月～） R7月額 R6当初と

の差額
現行と
の差額 年間回数 １食平均単価 １食徴収額

低学年 4,684円 5,200円 5,376円 692円 176円 194回 304.78円 305円

中学年 5,156円 5,724円 5,899円 743円 175円 194回 334.48円 335円

高学年 5,693円 6,320円 6,496円 803円 176円 194回 368.29円 370円

6,079円 6,748円 6,921円 842円 173円 190回 400.65円 405円

6,239円 6,926円 7,103円 864円 177円 195回 400.65円 405円

区分

中学校

夜間学級

小
学
校
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区立小・中学校、幼稚園の学級閉鎖（臨時休業）について 
 

１．学級閉鎖措置の状況 
 【感染症等に伴う学級閉鎖（臨時休業・時間短縮）の状況】 

学 校 名 学年・学級 臨 時 休 業 の 期 間 感 染 症 種 別 

立花吾嬬の森小学校 特別支援
学級 

令和７年２月１２日(水)から ２月 14 日(金)まで 発熱症状 

 
≪参考≫ 

学校において予防すべき感染症の拡大防止のための臨時休業（学級閉鎖）期間及び
その取り扱い 
〇臨時休業（学級閉鎖）期間 

感染症 欠席率 臨時休業期間 備考 
新型コロナウイルス感染症 
季節性インフルエンザ 等 

20～30％ ３日間程度 
臨時休業期間は、学校医等に相談の 
うえ、状況に応じて判断する 

※ 臨時休業期間は、学校医に相談のうえ状況に応じて短縮・延長することを可能としている。 
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